
（法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」） 
 
 

令和 4 年度の事業年度の事業報告書 
2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで 

 
                             特定非営利活動法人 おおいた成年後見権利擁護支援センター 

 
 

１ 事業の成果 

市民後見人養成講座は、 前年度の録画視聴で補講として開催し、5 名が修了しました。  

法人後見支援員（市民後見人）の登録者が 58 名 になり、 法人後見事業では、その中から現在 9

名が活動中です。現在、申立書作成支援が１件進行中です。 

何でも相談会は、大分碩田地域包括支援センターと共催で大分葵会館住吉で、3 回 開催できまし

た。専門職相談員は、弁護士 2名、司法書士 2名、税理士 1名、社会保険労務士 1名、社会福祉士 5

名、ケアマネ 5 名、消費生活専門相談員 1 名、認知症地域推進員 1 名のほか保健師、助産師、看護

師、精神保健福祉士などの資格保有者もいました。 

1 件の相談内容に応じて、複数の専門職がチームとなって対応することで、ワンストップでの解決

を目指し、合計 18 件の相談に応じました。 

バトンカフェは、令和 4 年度もコロナの影響で津久見市ふれあい交流センターが使えませんで

したが、区長さんのご協力をいただき、日見公民館で 1 回開催することが出来ました。 

定期開催と合わせて 13 回でした。参加総数 383 人で累計回数 106 回、参加者累計数が 2,202 人 と

なりました 。また、参加者の中には、月 1 回のバトンカフェをとても楽しみにして来てくださる

方々もおられます。コロナ禍で、一層人とのかかわりが希薄になり、寂しさや不安がつのり心身状

態が不安定になったりといった方々から悩みや困りごとをゆっくりお聞きしたり、死後事務や成年

後見等申立の相談などを受けることもありました。指先を使う「折り紙で花くす玉作り」では、子

どものころを思い出し懐かしい気持ちになり楽しんでおられた方もいました。日頃から顔と顔の見

える温かい関係性が築かれ、居心地の良い居場所で、気になったことが自然に言葉として出てくる、

相談し易い環境ができていると感じています。 

  おたがいさま事業～ひとり親･多きょうだいごはん応援事業～では、5 日間でおいしいお弁当を

650 個配布しました。みなさん、「助かります。子どもがおいしいと言ってきれいに全部食べてくれ

ました。ありがとうございます。」等の感謝の言葉をいただきました。 

 

 

重点項目 

1. 法人後見事業と市民後見人養成講座の実施は、受任件数 10 件で推移しており、令和 4 年度は補

講の養成講座を開催しました。 

 

2. 居場所づくりへのアウトリーチは、新たな開催場所として、日見公民会で1回開催することがで

きました。令和 5 年度も開催要望もありますので実施したいと考えています。 

 

3. 地域支援活動として、地域見守りたい事業とおたがいさま事業を開催し、顔と顔の見える関係

づくりをとおして、困った時には相談ができ、助けてと言える環境づくりに取組んでいます。 

 

 

 



２ 事業の実施に関する事項 

 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事業費の金

額（単位：千

円） 

1. 成年後見

事業 

【成年後見人として活動】 

法人が財産管理を行い、法人

後見支援員が身上保護を

担当する 

（A）基本２回/月 

（B）自法人事務

所または訪問 

（C）10 名 

（D）被後見

人等 

（E）10 名 

1,814 千円 

 【相談窓口の設置】 

法人後見支援員の指導アド

バイスならびに成年後見

制度の活用が必要な人が

いつでも誰でも相談がで

きる窓口を設置 

（A）月～金 

（B）自法人事務

所 

（C）２名 

（D）法人後

見 支 援

員、大分

県内の地

域住民・

専門職等 

（E）121 人 

  920 千円 

２．権利擁護

支援事業 

 

【バトンカフェ】 

要支援者の早期発見早期対

応のためと、居場所づくり

を目的に開催。 

○ためになるお話 

○笑いヨガ 

〇ハンドマッサ－ジ 

○フリーマーケット 

○カレーを一緒に食べる 

(A)定期開催：令

和 4 年 4 月 10

日 R5 年 3 月

12 日（毎月第

2 日曜日開催）

計 12 回 

つくみ：令和 4 年 5

月21日 計1回 

(B)・臼杵商工会議

所 1 階ロビー 

・津久見市日見公

民館 

(C)10 名 

(D)地域の子

どもや独

居・高齢

者世帯の

方 （々0 歳

から 120

歳までの

全ての住

民） 

(E)合計 

357 名 

877 千円 

 

 

 【バトン見守りたい事業】 

バトンゼミナールやバトン

市民後見人養成講座修了

者が、見守り支援が必要な

方のお手伝いをします（訪

問と電話での安否確認等） 

（A）月 2 回 

（B）自宅やバト

ン事務所 

（C）8 名 

（D）大分県内

住民（一人

暮らしや高

齢者・障が

い者等） 

（E）10 名 

  40 千円 

 【バトンおたがいさま事業】 

大分県や市町村大分県社協

や企業等から頂いた食料

品や日用品等を必要な方

へ無料で配布します。 

（A）6 回 

（B）自宅や事業

所等 

（C）4 名 

（D）大分県内

住民（一人

暮らしや高

齢者・障が

い者等） 

（E）1,588 名 

516 千円 



 【バトン市民後見人養成講座】 

家庭裁判所から選任された

ときの身上保護担当の法

人後見支援員（市民後見

人）の養成、オンラインの

ハイブリット方式で開催 

(A)視聴者の希望

日（19 日間 75

時間開催）録

画視聴 

(B)・Web 視聴(C) 

10 名 

(D)大分県内

の地域住

民 

(E)5 名 

 250 千円 

 【バトン図書館】 

本の貸し出し(無料) 

(A)月曜日 金曜

日まで(9 時 

17 時まで) 

(B)当法人事務所 

(C)2 名 

(D)大分県内

の地域住

民 

(E)42 名 

  20 千円 

 【バトン講師派遣事業】 

権利擁護や成年後見に関す

る啓発活動と問題解決支

援 

（A） 令和 4 年 

10 月 7 日 

11月15日 

（B）佐伯桜ホー

ル・江無田公

民館 

（C）2 名 

( )子ども食

堂 協 議

会・江無

田江友会 

(E)40 名 

  10 千円 

 【バトン総合相談事業】 

権利擁護や成年後見に関す

る随時窓口の設置 

(A)月曜日 金曜

日まで(9 時 

17 時まで) 

(B)当法人事務所

又は訪問 

(C)2 名 

(D)大分県内

の地域住

民 

(E)累計 286

件 

  120 千円 

 【成年後見等に関する相談

ブース】 

成年後見・労務・社会保険に

関する相談(津久見市社協

より依頼) 

(A)毎月第 4 水曜

日開催 12 回 

(B)津久見市市民

ふれあい交

流センター 

(C)2 名 

(D)大分県内の

地域住民、

専門職、行

政・包括・

施設職員等 

(E)累計29件 

236 千円 

 【バトン何でも相談会】 

専門職相談員(弁護士・司法

書士・社会保険労務士・税理

士・認定社会福祉士・保健

師・看護師・認知症地域推進

員・消費生活相談専門員・主

任ケアマネ等)がチームで相

談をお受けします。 

（A）①6 月 25 日 

  ②9 月 17 日 

③令和5年1月 21日 

（B）大分葵会館住吉 

（C）20 名 

（D）大分県内

外の住民 

（E）累計 18

名 

576 千円 

 

（備考） 
１ ２は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにし

て記載する。 

２ ２(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその

他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。 

 








